
 四日市市下水道事業運営委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２４日 

                     四日市市長  森  智 広     

 

四日市市条例第２２号 

   四日市市下水道事業運営委員会条例の一部を改正する条例 

 四日市市下水道事業運営委員会条例（平成１５年四日市市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

四日市市上下水道事業運営委員会

条例 

四日市市下水道事業運営委員会条

例 

  

（設置） （設置） 

第１条 本市の水道事業及び下水道事業

を円滑に運営し、その普及促進を図るた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１３８条の４第３項の規定に基づ

き、四日市市上下水道事業運営委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

第１条 本市の下水道事業を円滑に運営

し、その普及促進を図るため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１３８

条の４第３項の規定に基づき、四日市市

下水道事業運営委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

  

（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 委員会は、水道事業及び下水道

事業に関し、必要な事項について、市長

の諮問に応じて調査審議し、又は市長に

意見を申し出ることができる。 

第２条 委員会は、下水道事業に関し、

必要な事項について、市長の諮問に応じ

て調査審議し、又は市長に意見を申し出

ることができる。 

  

（委員） （委員） 

第３条 委員会は、８人以内をもって組

織し、次の各号に掲げる者のうちから市

長が委嘱する。 

第３条 委員会は、７人以内をもって組

織し、次の各号に掲げる者のうちから市

長が任命する。 



(1) 市民  (1) 市民 ４人以内 

(2) 学識経験者  (2) 学識経験者 ３人以内 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に委員である者のうち、改正前の四日市市下水道事業運営

委員会条例第３条第１項第１号の規定により任命されたものの任期は、同条第２項

の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までとする。 

（四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年四日市市

条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表（第１条、第２条関係） 

備考 （略） 

区分 報酬の額 費用弁償の額 

（略） 

水道水源保護審査会委員 （略） 

上下水道事業運営委員会委員 学識経験者 同 １６，５００円 同 

その他の者 同 ８，２００円 同 

教育委員会委員 （略） 

（略） 

 

改正前 



別表（第１条、第２条関係） 

備考 （略） 

区分 報酬の額 費用弁償の額 

（略） 

水道水源保護審査会委員 （略） 

下水道事業運営委員会委員 同 ８，２００円 同 

教育委員会委員 （略） 

（略） 

 

（上下水道局管理部経営企画課） 

 

 


